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＊ 現状のシカによる農林業被害メッシュ数を、計画期末に県内総メッシュ数

する。

 

 

 

 

４ 計画の

農作物、森林

生息環境管理の普及

・  国立、国定公園等での

及び保全対策（森林生態系被害対策）

・ 電気柵等

（農作物被害対策）

・  スギ等の造林地

や忌避剤

・ 被害対策アドバイザー等

生態や被害対策を普及

・ 集落周辺の

くず等の除去、緩衝帯

シカ

発現段階

た取組み

狩猟
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ニタリングを実施

管理計画の概要

農林被害の抑制

計画の目標

（１）基本目標                                     

本県において、

生息域の拡大及び

びそれに基づいた捕獲等の管理に取り組むこととする

※２ 爆発的な生息

計画の内容

具体的な管理の進め方

◆具体的な管理目

現状のシカによる農林業被害メッシュ数を、計画期末に県内総メッシュ数

する。 

計画の目標と取組み

農作物、森林被害対策の

生息環境管理の普及

国立、国定公園等での

及び保全対策（森林生態系被害対策）

電気柵等の侵入防止柵設置

（農作物被害対策）

スギ等の造林地

忌避剤の導入

被害対策アドバイザー等

生態や被害対策を普及

集落周辺のやぶの刈り払い、

くず等の除去、緩衝帯

シカの被害等の

発現段階に応じ

取組みの推進

狩猟免許所持

狩猟等による捕獲圧の確保

 シカの生息状況や生息域等の概況を把握し、適切な対策を実施

ニタリングを実施

の概要に

１メッシュ（

農林被害の抑制

計画の目標 

                                     

本県において、シカの生息状況を低密度でかつメスの少ない状態

生息域の拡大及び生息数

びそれに基づいた捕獲等の管理に取り組むこととする

爆発的な生息数増加や分布拡

計画の内容                           

管理の進め方 
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現状のシカによる農林業被害メッシュ数を、計画期末に県内総メッシュ数
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被害対策の

生息環境管理の普及 

国立、国定公園等での植生被害のモニタリング

及び保全対策（森林生態系被害対策）

侵入防止柵設置

（農作物被害対策）【段階③

スギ等の造林地での侵入防止柵、単木防除

の導入推進（森林

被害対策アドバイザー等

生態や被害対策を普及【段階①】

やぶの刈り払い、

くず等の除去、緩衝帯の整備等の推進

被害等の 

に応じ 

推進 

【段階

【段階②】オスの目撃のみ

【段階③】メスの目撃増大

現状（H

狩猟免許所持

による捕獲圧の確保

シカの生息状況や生息域等の概況を把握し、適切な対策を実施

ニタリングを実施（生息状況、

モニタリング

について

現状（H30

１メッシュ（

農林被害の抑制 

                                     

シカの生息状況を低密度でかつメスの少ない状態

生息数の増加の抑制

びそれに基づいた捕獲等の管理に取り組むこととする

数増加や分布拡大が発生する「増加相」の前段階として、生息数や分布が限られる

                           

 

現状のシカによる農林業被害メッシュ数を、計画期末に県内総メッシュ数

と取組み 

被害対策の実施 

植生被害のモニタリング

及び保全対策（森林生態系被害対策）

侵入防止柵設置の推進 

【段階③】 

侵入防止柵、単木防除

森林被害対策）

被害対策アドバイザー等の専門家によるシカの

【段階①】 

やぶの刈り払い、放棄果実や野菜

の整備等の推進

【段階①】シカの痕跡

【段階②】オスの目撃のみ

【段階③】メスの目撃増大

（定着のおそれ）

H30 年度）

狩猟免許所持者数 2,763

による捕獲圧の確保 

シカの生息状況や生息域等の概況を把握し、適切な対策を実施

（生息状況、捕獲

モニタリング

ついて 

H30 年度）

１メッシュ（5km メッシュ）

                                     

シカの生息状況を低密度でかつメスの少ない状態

の増加の抑制を図ることを

びそれに基づいた捕獲等の管理に取り組むこととする

大が発生する「増加相」の前段階として、生息数や分布が限られる

                           

現状のシカによる農林業被害メッシュ数を、計画期末に県内総メッシュ数

植生被害のモニタリング

及び保全対策（森林生態系被害対策）【段階②】 

侵入防止柵、単木防除資材

被害対策）【段階③】 

によるシカの

放棄果実や野菜 

の整備等の推進【段階②】

シカの痕跡の確認

【段階②】オスの目撃のみ        

【段階③】メスの目撃増大       

（定着のおそれ）

年度） 

763 人 

シカの生息状況や生息域等の概況を把握し、適切な対策を実施

捕獲状況、

モニタリングの実施によるシカの生息状況等の把握

 

メッシュ） 

                                     

シカの生息状況を低密度でかつメスの少ない状態

を図ることを

びそれに基づいた捕獲等の管理に取り組むこととする

大が発生する「増加相」の前段階として、生息数や分布が限られる

                           

現状のシカによる農林業被害メッシュ数を、計画期末に県内総メッシュ数

捕獲対策

植生被害のモニタリング

 

資材

 

によるシカの

 

【段階②】 

・ 狩猟による捕獲圧を

間を延長（

 【段階②】

・ 市町村は



・  県はシカの生息数が急激に増加する前に、効率

的、計画的な個体数調整を実施

の確認      

【段階②】オスの目撃のみ        

【段階③】メスの目撃増大       

（定着のおそれ）           

狩猟免許所持

 

シカの生息状況や生息域等の概況を把握し、適切な対策を実施

、農林等被害状況、植生

実施によるシカの生息状況等の把握

生活環境

・ シカによる交通事故等が発生しやすい場所

注意喚起

【段階④

 

                                     

シカの生息状況を低密度でかつメスの少ない状態

を図ることを基本的な目標と

びそれに基づいた捕獲等の管理に取り組むこととする。 

大が発生する「増加相」の前段階として、生息数や分布が限られる

                           

現状のシカによる農林業被害メッシュ数を、計画期末に県内総メッシュ数432の 5％以内の

捕獲対策の実施 

狩猟による捕獲圧を

延長（毎年 11/15

【段階②】 

市町村は継続的な

 最長１年に

県はシカの生息数が急激に増加する前に、効率

的、計画的な個体数調整を実施

      【段階

            

       【段階⑤】大きな群れの目撃

           

狩猟免許所持

目標（Ｒ６

シカの生息状況や生息域等の概況を把握し、適切な対策を実施

被害状況、植生

実施によるシカの生息状況等の把握

生活環境被害対策の

シカによる交通事故等が発生しやすい場所

注意喚起等、道路

段階④】 

20 メッシュ以下

目標（Ｒ６

                                     

シカの生息状況を低密度でかつメスの少ない状態（遅滞相

基本的な目標とし、モニタリング調査及

大が発生する「増加相」の前段階として、生息数や分布が限られる

                           

％以内の20メッシュ以下に抑えることを目標と

 

狩猟による捕獲圧を確保するため、

11/15～翌年

継続的な有害捕獲を実施

最長１年に捕獲許可

県はシカの生息数が急激に増加する前に、効率

的、計画的な個体数調整を実施

【段階④】つがい、幼獣、小さ

    の目撃

【段階⑤】大きな群れの目撃

           （被害増大）

狩猟免許所持者数 3,5

（Ｒ６年度）

シカの生息状況や生息域等の概況を把握し、適切な対策を実施していくため、長期的なモ

被害状況、植生被害状況）

実施によるシカの生息状況等の把握 

被害対策の実施 

シカによる交通事故等が発生しやすい場所

等、道路管理者等の

メッシュ以下

Ｒ６年度）

                                     

（遅滞相※２の段階）

し、モニタリング調査及

大が発生する「増加相」の前段階として、生息数や分布が限られる時期

                                         

メッシュ以下に抑えることを目標と

するため、シカの狩猟期

翌年 2/15 翌年

有害捕獲を実施【段階②

捕獲許可期間を延長

県はシカの生息数が急激に増加する前に、効率

的、計画的な個体数調整を実施【段階③】

つがい、幼獣、小さ

の目撃（繁殖のおそれ）

【段階⑤】大きな群れの目撃

（被害増大） 

3,500 人 

年度） 

していくため、長期的なモ

状況） 

 

シカによる交通事故等が発生しやすい場所

の事故防止対策

メッシュ以下 

年度） 

令和 2年 3

環境エネルギー部

                                     

の段階）に抑え、

し、モニタリング調査及

時期 

                

メッシュ以下に抑えることを目標と

シカの狩猟期

翌年 3/31） 

【段階②】 

期間を延長 

県はシカの生息数が急激に増加する前に、効率 

【段階③】 

つがい、幼獣、小さな群れ 

（繁殖のおそれ） 

【段階⑤】大きな群れの目撃 

していくため、長期的なモ

シカによる交通事故等が発生しやすい場所での 

事故防止対策を促進 

年 3月 31 日 

環境エネルギー部 

 
 

                                      

に抑え、

し、モニタリング調査及

   

メッシュ以下に抑えることを目標と 

シカの狩猟期
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